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　（目的）
第１条　この要項は，東京海洋大学構内交通安全規則（以下「規則」という。）第13条の規定に

基づき，構内における車両等の交通安全の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
 
　（通行制限時間）
第２条　規則第４条に定める構内における車両等の通行規制区域における通行制限の時間帯は全

日とする。
 
　（駐車許可証等の手続き等）
第３条　規則第５条に定める構内における駐車許可証，臨時駐車許可証及び臨時通行許可証(以下

「許可証」という。）を申請する者の手続き等は，次条から第５条までの規定によるほか，別
表に定めるとおりとする。

２　許可証の有効期間が終了したとき又は申請理由に変更があったときは，すみやかに返還しな
ければならない。

 
　（駐車許可証の申請等）
第４条　大学の職員等及び学生並びに業者で，規則第5条第１項に基づき一定期間継続して車両の

駐車許可を受けようとする者は，前条別表の区分に従い確認者の確認を得て，財務部財務課に
駐車許可申請書（別紙様式１)を提出するものとする。

２　財務部財務課は，前項の申請書を受理したときは，学長の承認を得て，駐車許可証（別紙様
式２)を申請者に交付するものとする。

３　前項の駐車許可書の有効期限は，学長が必要と認める期間とする。ただし，入構を許可した
年度を越えることはできないものとする。

 
　（臨時駐車許可証の申請等）
第５条　前条の規定により許可を受けていない者で，規則第5条第3項に該当し臨時に車両を駐車

する必要が生じた場合は，守衛所で臨時駐車許可証貸与申請台帳（別紙様式３)に氏名及び理由
等を記入の上，臨時駐車許可証（別紙様式４)の貸与を受けて，当日に限り駐車することができ
るものとする。なお，申請理由が終了した時はすみやかに臨時駐車許可証を守衛所に返還しな
ければならない。

 
　（臨時通行許可証の申請等）
第６条　規則第５条第４項の規定により通行規制区域内の通行を必要とする者は，あらかじめ臨

時通行許可申請書（別紙様式５）を財務部財務課に提出するものとする。
２　財務部財務課は，前項の申請書を受理したときは，学長の承認を得て，臨時通行許可証（別

紙様式６）を申請者に交付するものとする。
 
　（違反者に対する措置）
第７条　規則第11条の規定による遵守事項又は禁止事項に違反した車両等に対しての措置は，職

員の他警備員にその業務を委任することができる。
２　前項の業務を委任された職員又は警備員は，違反車両等に対して以下の手順に従って措置す

るものとする。
　①　指定された区域外への駐車等又は許可証の提示が無い場合或いは期限を過ぎた許可証を提

示している場合等を発見した時は，警告文を貼付する
　②　警告文を3回以上出したにもかかわらず適切な対応がなされなかった場合，移動又は施錠の

措置を行う
　③　学内における一定期間の掲示等による注意喚起の後，処分する
３　違反状態を反復継続する場合には，規則第10条第3項に規定する申請者等への許可証の取消し

及び社会奉仕活動等学部長が別に定める措置をとる。
 
　（交通事故の報告）
第８条　規則第12条第１項第１号の規定により交通事故を起こした際に提出する事故報告書(別紙

様式７)は，次の各号に定める提出先に提出しなければならない。
　一　職員　総務部人事課
　二　学生等
　　イ　品川キャンパス　学務部学生サービス課
　　ロ　越中島キャンパス　越中島事務室
　　ハ　水圏科学フィールド教育研究センター　総務部国際・研究協力課
　三　学外者　総務部人事課
 
 



　　　附　則
　この要項は，平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要項は，平成28年２月１日から施行する。



別記様式１～７：　ＷＯＲＤ　ＰＤＦ


